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石
け
ん
百
六
個
、テ
ィッ
シ
ュ
百
八
十
六
個
、使
用

済
み
の
切
手
三
万
三
千
二
百
二
十
五
枚
、未
使

用
の
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
五
十
五
枚
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　

七
月
二
十
五
日
、甲
府
法
人
会
館
に
お
い
て

山
梨
県
と
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
対
す

る
寄
贈
式
を
行
い
、大
石
甲
府
法
人
会
専
務
理

事
の
本
活
動
の
趣
旨
説
明
の
後
、社
会
貢
献
担

当
の
丸
茂
副
会
長
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
目
録
を

贈
呈
し
ま
し
た
。両
寄
贈
先
か
ら
は「
た
く
さ

ん
の
善
意
の
品
々
を
お
寄
せ
て
い
た
だ
き
、大
変

あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。い
た
だ
い
た
タ
オ
ル
な

ど
は
各
施
設
に
配
布
し
、有
効
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。」と
お
礼
の
言
葉
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。今
年
も
こ
の
寄
贈
活
動
の
様
子
は
地

元
の
新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ

報
道
さ
れ
ま
し
た
。

　

甲
府
法
人
会
で
は
、山
梨
県
法
人
会
連
合

会
と
共
催
に
て
、昨
年
に
引
き
続
き
地
域
社

会
貢
献
活
動
の一
環
と
し
て
、会
員
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
タ
オ
ル
な
ど
の
善
意
の
品
々
を
山
梨
県

と
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会
を
通
じ
て
福
祉

施
設
な
ど
に
寄
贈
し
ま
し
た
。こ
の
活
動
は
平

成
二
十
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、今
年
が
九
年
目

と
な
り
ま
す
。

　

五
月
、六
月
に
開
催
し
た
両
会
の
定
時
総
会

及
び
甲
府
法
人
会
の
青
年
部
会・女
性
部
会
の

総
会
出
席
者
を
中
心
に
タ
オ
ル
九
百
六
十
枚
、

　

五
月
二
十
六
日
、公
益
社
団
法
人
甲
府
法

人
会
第
六
回
定
時
総
会
を
ア
ピ
オ
甲
府
に
お

い
て
、山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
の
古
屋
所

長
、甲
府
税
務
署
の
岡
野
署
長
を
は
じ
め
多

数
の
ご
来
賓
の
方
々
の
ご
臨
席
と
会
員
企
業

百
五
十
社
の
出
席
の
も
と
に
開
催
し
ま
し
た
。

　

澤
会
長
が
挨
拶
を
行
な
っ
た
後
、理
事

会
の
審
議
を
経
て
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て

審
議
を
行
い
、平
成
二
十
七
年
度
決
算
報
告

等
が
満
場
一致
に
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

議
事
終
了
後
、甲
府
法
人
会
功
労
者
に

対
す
る
表
彰
式
が
行
わ
れ
、飯
島
敏
子
氏
、

深
澤
由
美
子
氏
、清
水
修
一
氏
、鈴
木
克
典
氏

の
四
名
の
方
々
に

澤
会
長
か
ら
感
謝
状
並

び
に
表
彰
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
は
懇
親
会
を
開
催
し
、会
員

相
互
の
親
睦
や
情
報
交
換
の
場
と
し
て
有
意

義
な
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、総
会
参
加
の
会
員
の
皆
様
に
、全
会

員
参
加
型
の
社
会
貢
献
活
動
の一
環
と
し
て
、

善
意
の
タ
オ
ル
、石
け
ん
、テ
ィ
ッ
シ
ュ
、使
用
済

切
手
、未
使
用
の
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
の
持
参
を

呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、た
く
さ
ん
の
ご
協
力
を

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

会員の皆様からお寄せいただいた善意の品々

社
会
貢
献
活
動

会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

善
意
の
品
々
を
寄
贈

本
年
で
９
回
目
の
寄
贈

丸茂副会長（右）から山梨県への寄贈

丸茂副会長（右）から山梨県社会福祉協議会への寄贈

多くの会員が参加した総会

第
６
回
定
時
総
会
を
開
催

　

人
口
減
少
が
わ
が
国
の
直
面
し
て
い

る
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
経

済
に
関
係
す
る
生
産
年
齢
人
口
（
一
五

～
六
四
才
）
は
、
一
九
九
五
年
に
八
、

七
二
六
万
人
の
ピ
ー
ク
を
つ
け
た
後
、

二
〇
一
四
年
に
は
す
で
に
一
、〇
〇
〇
万

人
減
少
し
、
二
〇
六
〇
年
に
は
さ
ら
に

三
、〇
〇
〇
万
人
以
上
減
少
し
て
四
、

四
一
八
万
人
と
な
る
と
推
測
さ
れ
て
い

ま
す
（
総
務
省
人
口
推
計
）。
こ
の
テ
ー

マ
へ
の
対
策
を
積
極
的
に
す
す
め
な
い

と
日
本
経
済
が
縮
小
傾
向
と
な
り
地
域

社
会
や
産
業
界
の
衰
退
に
つ
な
が
り
ま

す
。

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会
が
山
梨
県
か

ら
委
託
を
受
け
運
営
し
て
い
る
「
婚
活

事
業
」
は
県
や
社
会
か
ら
注
目
さ
れ
て

成
果
も
確
実
に
上
っ
て
き
ま
し
た
。

　

少
子
化
対
策
は
長
い
時
間
軸
で
取
り

組
む
べ
き
政
策
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。

「
効
率
的
に
働
い
て
し
っ
か
り
休
む
た
め

の
働
き
方
改
革
」
は
数
年
前
か
ら
検
討

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
政
官
界
か

ら
強
い
要
請
も
あ
り
現
実
の
課
題
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
適
切
な
労
働
時
間

で
働
き
、
ほ
ど
よ
く
休
暇
を
取
る
こ
と

は
仕
事
に
対
す
る
社
員
の
意
識
や
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
ま
す
。
社
員
の
能

力
開
発
や
職
場
環
境
の
整
備
が
進
む
こ

と
に
よ
り
事
故
が
減
少
し
ま
す
。
企
業

は
仕
事
の
生
産
性
と
長
時
間
労
働
の
抑

制
や
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
と
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
進
め
て
い
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

〈
や
ま
な
し
働
き
方
改
革
〉

　

本
年
三
月
二
九
日
県
庁
で
右
記
テ
ー

マ
が
能
坂
山
梨
労
働
局
長
主
導
の
も
と

県
内
労
使
団
体
、
山
梨
県
及
び
山
梨
労

働
局
と
で
署
名
式
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
趣
旨
を
説
明
す
る
と
、
現
在
山
梨

県
内
で
は
少
子
高
齢
化
や
若
者
の
県
外

流
失
に
よ
り
人
口
が
減
少
し
働
き
手
が

減
っ
て
い
ま
す
。
地
域
と
企
業
の
活
性

化
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
山
梨
の
将

来
を
担
う
若
者
を
惹
き
つ
け
女
性
の
活

躍
を
一
層
推
進
す
る
よ
う
な
仕
事
と
生

活
の
調
和
が
と
れ
る
雇
用
、
職
場
環
境

を
実
現
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
雇
用
の
質
の
向
上
に

向
け
た
更
な
る
取
組
が
不
可
欠
で
あ
り
、

加
え
て
長
時
間
労
働
を
前
提
と
し
た
雇

用
慣
行
を
根
本
か
ら
見
直
し
、
年
次
有

給
休
暇
の
取
得
促
進
を
図
る
な
ど
男
女

が
働
き
な
が
ら
子
育
て
や
介
護
に
参
画

で
き
る
多
様
な
働
き
方
、
個
性
と
能
力

が
充
分
に
発
揮
で
き
る
働
き
方
の
推
進
、

す
な
わ
ち
「
働
き
方
改
革
」
に
取
組
む

必
要
が
あ
り
ま
す
。
―
と
云
う
も
の
で

す
。

　

こ
れ
ら
の
背
景
を
ふ
ま
え
、
後
藤
知

事
よ
り
企
業
、
団
体
の
皆
様
へ
の
お
願

い
と
し
て

①
若
い
世
代
の
雇
用
及
び
職
場
へ
の
定

着
促
進
。
結
婚
意
欲
と
機
会
の
創
出
。

②
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
育
児
休
業
の
取
得
促
進
な
ど
。

③
女
性
の
活
躍
推
進
、
採
用
、
登
用
、

育
休
取
得
等
の
数
値
目
標
策
定
な

ど
。

三
項
目
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た

ち
は
、
こ
の
認
識
を
共
有
し
企
業
、
各

団
体
、
各
行
政
機
関
と
連
携
し
な
が
ら

「
働
き
方
改
革
」
を
一
歩
一
歩
前
進
し
て

い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
一

環
と
し
て
本
年
も
夏
の
生
活
ス
タ
イ
ル

変
革
「
ゆ
う
活
」
が
官
主
導
で
始
ま
り

ま
し
た
。
政
府
が
昨
年
か
ら
「
一
億
総

活
躍
プ
ラ
ン
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
明
る

い
時
間
が
長
い
夏
の
間
は
、
朝
早
く
か

ら
働
き
始
め
夕
方
以
降
を
家
族
、
友
人

と
過
ご
す
時
間
に
充
て
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。
一
種
の
サ
マ
ー
タ
イ
ム
制
で

す
。
行
政
は
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を

き
た
す
こ
と
も
な
く
順
調
に
拡
大
し
て

い
る
の
は
良
い
こ
と
で
す
。
民
間
も
お

客
様
サ
ー
ビ
ス
と
社
員
の
健
康
の
為
に

検
討
、
実
行
し
た
い
も
の
で
す
。

　

ま
と
め
と
し
て
「
働
き
方
、
休
み
方

改
革
」
を
推
進
す
る
た
め
に
経
営
者
に

求
め
ら
れ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
す
。
変
化
の
大
き
な
う

ね
り
が
動
き
始
め
て
い
る
現
在
、
長
時

間
労
働
を
前
提
と
し
た
旧
来
の
働
き
方

の
変
革
と
労
働
生
産
性
の
向
上
な
く
し

て
企
業
の
成
長
は
な
い
と
い
う
危
機
感

を
も
つ
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
自
社
の

改
革
に
よ
っ
て
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
を
推
進
し
少
子
化
対
策
に
貢
献

す
る
と
い
う
強
い
使
命
感
を
醸
成
し
て

い
く
こ
と
で
す
。

　

社
員
一
人
一
人
が
健
康
で
い
き
い
き

と
働
い
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
創
出
で

き
る
「
健
康
経
営
」
の
推
進
を
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

（
株
式
会
社
マ
ル
モ
代
表
取
締
役
会
長
）

働
き
方
・
休
み
方
改
革
と
は

公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

　
丸
茂 

紀
彦

巻
頭
役
員
寄
稿

副
会
長
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残
暑
の
候
、公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

の
皆
様
に
は
、ま
す
ま
す
御
清
栄
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、こ
の
度
の
人
事
異
動
で
、甲
府
税

務
署
長
を
拝
命
し
、東
京
国
税
局
課
税
第
一

部
個
人
課
税
課
長
か
ら
参
り
ま
し
た
小
野

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

芦
澤
会
長
を
は
じ
め
甲
府
法
人
会
の
皆

様
に
は
、平
素
か
ら
法
人
会
の
事
業
活
動
を

通
じ
ま
し
て
、円
滑
な
税
務
行
政
の
運
営
に

格
別
の
御
理
解
と
御
協
力
、御
支
援
を
賜
り

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

甲
府
法
人
会
は
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、企
業
の
発
展
を
支
援

し
、地
域
振
興
に
寄
与
し
、国
と
社
会
の
繁

栄
に
貢
献
す
る
経
営
者
の
団
体
」と
し
て
、

会
員
数
約
三
千
二
百
社
を
有
し
そ
の
組
織

力
を
も
っ
て
地
域
に
密
着
し
た
様
々
な
活

動
を
展
開
さ
れ
て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま

す
。そ
の
中
で
、正
し
い
税
知
識
の
普
及
と

納
税
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、租
税
教
育

を
は
じ
め
と
し
た
啓
発
活
動
な
ど
に
熱
心

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

私
ど
も
税
務
行
政
に
携
わ
る
者
と
い
た

し
ま
し
て
、こ
の
よ
う
な
法
人
会
の
皆
様
の

献
身
的
な
活
動
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る

と
と
も
に
、各
種
の
説
明
会
・
研
修
会
へ
職

員
を
講
師
と
し
て
派
遣
す
る
な
ど
、で
き
る

限
り
の
支
援
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、国
税
庁
の
使
命
は「
納
税
者
の
自

発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円

滑
に
実
現
す
る
」こ
と
で
あ
り
、我
々
は
こ

の
使
命
を
果
た
す
た
め
に
様
々
な
取
り
組

み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

特
に
、納
税
環
境
の
整
備
に
つ
き
ま
し
て

は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
、納
税
者
が
申
告
・
納

税
を「
簡
単
・
便
利
・
ス
ム
ー
ズ
」に
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
の
普

及
、利
用
促
進
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、今
年
一
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。所
得
税
は
平
成

二
十
八
年
分
か
ら
、法
人
税
は
平
成
二
十
八

年
一
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度

か
ら
、消
費
税
は
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

以
降
に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
、そ
れ
ぞ

れ
の
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番

号
）・
法
人
番
号
を
記
載
し
て
い
た
だ
く
こ
と

と
な
り
ま
す
。税
務
署
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

最
重
要
課
題
と
し
て
、税
務
関
係
書
類
へ
の

番
号
記
載
及
び
本
人
確
認
書
類
の
提
示
な

ど
制
度
に
つ
い
て
、あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ

て
周
知
・
広
報
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　

法
人
会
の
皆
様
に
は
、こ
れ
ま
で
も

ｅ
-
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進
な
ど
、様
々
な
取

組
を
通
し
て
多
大
な
る
御
支
援
を
い
た
だ

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、引
き
続
き
、マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
周
知
・
広
報
に
も
、な

お
一
層
の
御
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、公
益
社
団
法
人
甲

府
法
人
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、会
員
の
皆

様
の
御
健
勝
並
び
に
御
事
業
の
御
繁
栄
を

心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、着
任
の
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

新　メ　ン　バ　ー 旧　メ　ン　バ　ー

官 　 　 職 氏　名 前　任　署　等 氏　名 転　任　先

署 　 長 小野　賢二 東 京 局 課 税 第 一 部
個 人 課 税 課 長 岡野　淳一 東 京 局 徴 収 部

管 理 運 営 課 長

法人担当副署長 佐伯　祐治 （ 留 任 ） 佐伯　祐治

法 人 １ 統 括 官 藤間　将郎 東 京 局 課 税 第 二 部
資 料 調 査 第 一 課 国 際 専 門 官 磯　　忠彦 横 浜 中 署　 法 人 １ 統 括 官

法 人 ２ 統 括 官 本間　　浩 （ 留 任 ） 本間　　浩

法 人 審 理 担 当 齊藤　一朗 （ 留 任 ） 齊藤　一朗

源 泉 審 理 担 当 佐久間　功 （ 留 任 ） 佐久間　功

着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

甲
府
税
務
署
長 

小
野
　
賢
二

税務署異動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 28 年 7 月 10 日）
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（
平
成
28
年
４
月
実
施
）

　

対
象
件
数　

３
，
３
７
５
社

　

回
答
数　

４
３
５
社

　

回
答
率　

12
・
９
％

　　

甲
府
法
人
会
で
は
、本
年
４
月
に「
平

成
29
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
」
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
平
成
23
年
か
ら

全
会
員
企
業
を
対
象
に
実
施
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
、
本
年
は
４
３
５
社
の

会
員
企
業
の
皆
様
か
ら
ご
回
答
を
い
た

だ
き
、
当
会
の
「
平
成
29
年
度
税
制
改

正
に
関
す
る
提
言
」
の
参
考
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
協
力
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

法
人
税
／
法
人
実
効
税
率

平
成
２８
年
度
改
正
で
は
、「
課
税
ベ
ー
ス
を

拡
大
し
つ
つ
税
率
を
引
き
下
げ
る
」と
い
う

考
え
の
下
、昨
年
度
の
法
人
税
改
革
に
引

き
続
き
、法
人
実
効
税
率（
現
行
32・11
％
）

が
平
成
２８
年
度
は
29・97
％（
▲
2・14
％
）、

30
年
度
は
29・
74
％（
▲
2
・
37
％
）に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
す（
資
本
金
１
億
円
超
の
企

業
の
場
合
の
計
算
）。法
人
会
で
は
法
人
実

効
税
率
２０
％
台
の
早
期
実
現
を
求
め
て
お

り
ま
し
た
が
、今
般
の
改
正
で
実
現
し
ま

す
。今
後
の
法
人
実
効
税
率
の
あ
り
方
に

つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。

法
人
税
／
中
小
法
人
課
税

資
本
金
１
億
円
以
下
の
中
小
法
人
の
中
に

は
、多
額
の
所
得
が
あ
り
担
税
力
や
財
務

状
況
が
脆
弱
と
は
認
め
ら
れ
な
い
法
人
が

あ
り
ま
す
。与
党
税
制
調
査
会
で
は
、こ
の

よ
う
な
法
人
が
中
小
法
人
向
け
の
優
遇
税

制
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
へ
の
妥
当
性
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
、法
人
の
規
模
や
活
動
実
態
等
を
適

格
に
表
す
た
め
、「
資
本
金
」と「
資
本
金
以

外
の
別
の
指
標（
例
：
従
業
員
数
、業
種
、

売
上
金
額
等
）」を
組
み
合
わ
せ
て
判
断
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、中
小

法
人
課
税
の
適
用
範
囲
を
見
直
す
こ
と
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
。

法
人
関
係
／
地
方
創
生

平
成
２８
年
度
改
正
で
は
、地
方
公
共
団
体

が
行
う
、地
方
創
生
を
推
進
す
る
上
で
効

果
の
高
い
一
定
の
事
業
に
対
し
て
企
業
が
寄

附
を
行
う
場
合
、現
行
の
損
金
算
入
措
置

（
約
３
割
の
負
担
軽
減
）に
加
え
て
、法
人

事
業
税
・
法
人
住
民
税
及
び
法
人
税
が
軽

減
さ
れ
る
税
額
控
除（
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
）が
創
設
さ
れ
ま
す
。あ
な
た
の
会
社

で
は
、「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」に
つ
い
て

ど
う
対
応
し
ま
す
か
。

平
成
29
年
度

税
制
改
正
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果 

Q1

Q2

Q3

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
434 8 101 174 143 8

合計 ④ ③ ② ①
434 5 55 121 253

①
法
人
実
効
税
率
の
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
を
求
め
る

②
法
人
実
効
税
率
の
さ
ら
な
る
引
き
下
げ
は
当
面
必
要

な
い

③
わ
か
ら
な
い

④
そ
の
他

①
寄
附
を
す
る
予
定
で
あ
る

②
寄
附
を
す
る
か
検
討
し
た
い

③
寄
附
は
し
な
い
予
定
で
あ
る

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
433 3 48 232 42 108

①
現
行
ど
お
り「
資
本
金
１
億
円
以
下
」を
基
準
と
す

べ
き
で
あ
る

②「
資
本
金
」で
判
断
す
る
が
、「
１
億
円
」の
基
準
を
引

き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る

③「
資
本
金
」と「
資
本
金
以
外
の
別
の
指
標（
例
：
従

業
員
数
、業
種
、売
上
金
額
等
）」を
組
み
合
わ
せ
て

判
断
す
べ
き
で
あ
る

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他
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事
業
承
継
税
制
／
事
業
承
継
②

あ
な
た
の
会
社
を
事
業
承
継
す
る
に
当

た
っ
て
、事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
考
え
ま
す
か
。

Q9①
こ
れ
ま
で
の
改
正
で
十
分
で
あ
り
、当
面
は
利
用
状

況
等
を
注
視
す
べ
き
で
あ
る

②
生
前
贈
与
制
度
の
更
な
る
拡
充
や
納
税
猶
予
制
度

の
さ
ら
な
る
改
善
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る

③
欧
州
主
要
国
の
よ
う
に
事
業
用
資
産
を
他
の
一
般

資
産
と
切
り
離
し
、事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽

減
あ
る
い
は
控
除
す
る
制
度
の
創
設
を
求
め
る
べ

き
で
あ
る

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

①
配
偶
者
控
除
は
存
続
す
べ
き
で
あ
る

②
配
偶
者
控
除
は
廃
止
を
含
め
、見
直
す
べ
き
で
あ
る

③
わ
か
ら
な
い

④
そ
の
他

合計 ④ ③ ② ①
433 6 34 122 271

所
得
税
／
配
偶
者
控
除

政
府
は
、所
得
税
改
革
の
な
か
で
配
偶
者
控

除
の
見
直
し
を
議
論
し
て
い
ま
す
。配
偶
者

控
除
は
、働
き
方
や
家
族
の
あ
り
方
、社
会・

経
済
の
構
造
的
な
変
化
を
踏
ま
え
て
多
角

的
な
議
論
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、現

行
の
配
偶
者
控
除
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
ま
す
か
。

Q10

①
地
方
の
基
幹
税
と
し
て
課
税
強
化
を
図
る
べ
き
で

あ
る

②
現
状
程
度
の
負
担
で
よ
い
と
思
う

③
負
担
感
が
重
く
、軽
減
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
で

あ
る

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

地
方
税
／
固
定
資
産
税

地
方
の
自
主
財
源
と
し
て
大
き
な
ウ
エ
イ

ト
を
占
め
る
固
定
資
産
税
は
、そ
の
税
収
が

景
気
に
左
右
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
地
方
税

に
適
し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。そ
の
一
方

で
、負
担
感
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
抜
本
的
な

見
直
し
が
必
要
と
の
意
見
が
あ
り
ま
す
。固

定
資
産
税
に
つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。
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①
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明
確
化
と
地
方
への
権
限

移
譲

②
地
方
税
財
源
の
充
実

③
道
州
制
の
検
討
な
ど
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化

④
さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
の
推
進
に
よ
る
基
礎
自
治

体
の
拡
充

⑤
地
方
議
会
の
ス
リ
ム
化
と
納
税
者
視
点
に
立
っ
た

チ
ェッ
ク
機
能
の
確
立

⑥
地
方
公
務
員
給
与
の
適
正
化
な
ど
行
政
の
ス
リ
ム
化

⑦
そ
の
他 地

方
の
行
財
政
改
革

行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、国
ば

か
り
で
な
く
地
方
に
お
い
て
も
自
立
、自
助

の
体
質
構
築
が
求
め
ら
れ
ま
す
。特
に
優
先

す
べ
き
検
討
課
題
を
以
下
よ
り
２
つ
以
内
で

選
ん
で
下
さ
い
。

Q12
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10.2%

⑦
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③
53.4%

⑥
5.9%

⑥
24.5%

①
給
付
水
準
を
大
幅
に
引
き
下
げ
、負
担
も
減
ら
す

②
給
付
水
準
を
あ
る
程
度
下
げ
て
、現
行
の
負
担
を
維

持
す
る

③
現
行
の
給
付
水
準
を
保
つ
た
め
、あ
る
程
度
の
負
担

の
増
加
は
や
む
を
得
な
い

④
給
付
水
準
を
さ
ら
に
拡
充
さ
せ
、大
幅
な
負
担
の
増

加
も
や
む
を
得
な
い

⑤
わ
か
ら
な
い

⑥
そ
の
他 社

会
保
障
制
度

少
子
高
齢
化
に
よ
り
増
大
す
る
社
会
保
障

費
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、負
担
と
給
付
の

あ
り
方
を
見
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。今
後

の
社
会
保
障
の
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
に

つ
い
て
ど
う
考
え
ま
す
か
。
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⑥
24.5%

消
費
税
／
事
務
負
担

軽
減
税
率
が
導
入
さ
れ
る
に
際
し
、事
業

者
の
立
場
で
懸
念
さ
れ
る
点
を
、以
下
よ

り
選
ん
で（
複
数
可
）下
さ
い
。

Q6

①
レ
ジ
ス
タ
ー
な
ど
新
た
な
設
備
投
資

②
ソ
フ
ト
ウ
ェア
の
変
更
や
新
規
購
入

③
事
務
負
担
の
増
加
に
よ
る
人
件
費
の
負
担
増

④
軽
減
税
率
に
つい
て
の
社
員
教
育

⑤
繁
雑
な
経
理
処
理

⑥
適
正
な
価
格
表
示

⑦
特
に
問
題
は
な
い

⑧
そ
の
他
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①
35.3%

③
32.7%

③
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①
13.3%

④
11.1%

③
7.8%

④
1.4%

④
10.2%

②
38.0%

⑤
29.1%

①
23.4%

⑥
24.2%

④
2.7%

④
3.8%

⑤7.6%

③8.7%
⑤
9.8%

⑥
21.6%

④
3.9%

①
26.9%

③
35.0%

④
13.7%

④
13.0%

④
20.8%

⑤
10.4%

⑥
10.2%

⑦
10.9%

③
53.4%

⑥
5.9%

⑥
24.5%

①
全
額
転
嫁
で
き
る

②
大
部
分
は
転
嫁
で
き
る

③
半
額
程
度
は
転
嫁
で
き
る

④
一部
し
か
転
嫁
で
き
な
い

⑤
全
く
転
嫁
で
き
な
い

⑥
そ
の
他

合計 ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
429 33 26 37 31 141 161

消
費
税
／
価
格
転
嫁

平
成
29
年
４
月
よ
り
消
費
税
率
が
10
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す（
軽
減
税
率
適
用
対

象
品
目
は
８
％
）が
、あ
な
た
の
会
社
の
価

格
転
嫁
の
見
込
み
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま

す
。
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事
業
承
継
税
制
／
事
業
承
継
①

あ
な
た
の
会
社
を
事
業
承
継
す
る
に
当

た
っ
て
、ど
の
よ
う
な
形
態
を
考
え
て
い
る

か
、お
聞
き
か
せ
下
さ
い
。

Q8①
子
に
事
業
承
継
す
る

②
子
以
外
の
親
族
に
事
業
承
継
す
る

③
親
族
外
に
事
業
承
継
す
る

④
事
業
を
売
却
す
る

⑤
事
業
承
継
は
せ
ず
廃
業
す
る

⑥
ま
だ
考
え
て
い
な
い

⑦
そ
の
他

合計 ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
430 68 107 28 7 41 14 165
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⑥
5.9%

⑥
24.5%

①
本
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、設
備
投
資

を
す
る
予
定
で
あ
る

②
本
制
度
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、設
備
投
資

を
検
討
し
た
い

③
設
備
投
資
は
し
な
い
予
定
で
あ
る

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

合計 ⑤ ④ ③ ② ①
433 20 48 207 133 25

消
費
税
／
軽
減
税
率
制
度

消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
低
所
得
者
対
策

と
し
て
、平
成
29
年
４
月
か
ら
軽
減
税
率

制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。軽
減
税
率
は
８
％
で
、対
象
品
目
は

「
酒
類
及
び
外
食
を
除
く
飲
食
料
品
」及
び

定
期
購
読
契
約
が
締
結
さ
れ
た
週
２
回
以

上
発
行
さ
れ
る「
新
聞
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

事
業
者
の
立
場
か
ら
、軽
減
税
率
制
度
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
ま
す
か
。

Q5①
導
入
は
望
ま
し
い

②
導
入
は
や
む
を
得
な
い

③
導
入
は
望
ま
し
く
な
い

④
わ
か
ら
な
い

⑤
そ
の
他

法
人
関
係
／
償
却
資
産
税

平
成
２８
年
度
改
正
で
は
、中
小
企
業
者
等
が

一
定
の
機
械
及
び
装
置（
取
得
価
額
が

１
６
０
万
円
以
上
）を
取
得
し
た
場
合
、固

定
資
産
税（
償
却
資
産
税
）の
課
税
標
準
を

最
初
の
３
年
間
は
価
格
の
２
分
の
１
に
軽

減
す
る
措
置
が
創
設
さ
れ
ま
す
。地
域
の

中
小
企
業
に
よ
る
設
備
投
資
の
促
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
が
、あ
な
た

の
会
社
で
は
、本
制
度
に
つ
い
て
ど
う
対
応

し
ま
す
か
。

Q4

合計 ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
945 14 103 96 248 96 116 178 94
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１
，
債
務
者
が
破
産
宣
告
を
受
け

て
も
、
破
産
宣
告
の
時
の
債

務
は
破
産
手
続
に
お
い
て
弁

　
　

済
さ
れ
、
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
債
務
は

依
然
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
債
務
者
の
再
生
が

で
き
な
い
の
で
、
破
産
法
は
免
責
制
度

を
準
備
し
ま
し
た
。
免
責
と
は
、
破
産

者
が
裁
判
所
に
破
産
宣
告
の
時
の
債
務

で
破
産
手
続
で
弁
済
さ
れ
な
い
残
額
に

つ
い
て
責
任
を
免
除
し
て
も
ら
い
た
い

と
の
申
立
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
、
そ

れ
が
認
め
ら
れ
る
（
こ
れ
を
免
責
許
可

決
定
と
い
い
ま
す
）
と
破
産
手
続
で
弁

済
さ
れ
な
か
っ
た
残
債
務
の
責
任
を
免

れ
る
と
い
う
制
度
で
す
。

　

２
，
自
己
破
産
の
申
立
（
債
務
者
が
自
ら

破
産
の
申
立
を
す
る
こ
と
）
を
し
た
と

き
は
、
原
則
と
し
て
免
責
許
可
の
申
立

も
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
（
破
産
法

２
４
８
条
）
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

裁
判
所
は
、
免
責
不
許
可
事
由
が
な
い

限
り
免
責
許
可
決
定
が
さ
れ
ま
す
。
免

責
不
許
可
事
由
は
破
産
法
２
５
２
条
に

列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
代
表
的

な
も
の
と
し
て
は
、
「
１
，
債
権
者
を

害
す
る
目
的
で
、
財
産
を
隠
匿
、
損

壊
、
財
産
の
価
値
を
不
当
に
減
少
さ
せ

る
処
分
行
為
を
し
た
こ
と
、
２
，
特
定

の
債
権
者
に
特
別
の
利
益
を
与
え
る
行

為
を
し
た
こ
と
、
３
，
浪
費
ま
た
は
賭

博
等
に
よ
っ
て
著
し
く
財
産
を
減
少
さ
せ

た
こ
と
、
４
，
破
産
手
続
開
始
の
申
立
が

あ
っ
た
日
と
そ
の
日
の
１
年
前
の
日
と
の

間
に
、
支
払
い
不
能
の
状
態
で
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
な
い
と
信
じ
さ

せ
る
た
め
、
詐
術
を
用
い
て
信
用
取
引
に

よ
り
財
産
を
取
得
し
た
こ
と
」
な
ど
が
あ

り
、
債
務
者
に
よ
る
不
誠
実
な
行
為
が
列

挙
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

し
か
し
、
設
例
の
Ｓ
に
は
上
記
の
よ

う
な
行
為
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
免
責

許
可
決
定
が
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
で
は
、
設
例
の
損
害
賠
償
金
も

免
責
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

３
，
破
産
法
は
、
こ
の
免
責
制
度
と
と
も

に
、
免
責
許
可
決
定
が
さ
れ
て
も
免
責

さ
れ
な
い
債
務
を
破
産
法
２
５
３
条
で

規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
非
免
責
債

権
と
い
い
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
も
の

は
、
「

（1）
租
税
等
の
請
求
権
、

（2）
破
産

者
が
悪
意
で
加
え
た
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
、

（3）
破
産
者
が
故

意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
加
え
た

人
の
生
命
ま
た
は
身
体
を
害
す
る
不
法

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
、

（4）

破
産
者
が
扶
養
義
務
者
と
し
て
負
担
す

べ
き
費
用
に
関
す
る
請
求
権
」
な
ど
で

す
。
従
来
、
上
記

（2）
の
破
産
者
が
「
悪

意
」
で
加
え
た
と
は
、
単
な
る
故
意
ま

た
は
過
失
で
は
な
く
「
害
意
」
と
解
釈

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
単

な
る
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
起
こ

さ
れ
る
設
例
の
よ
う
な
交
通
事
故
に
よ

る
損
害
賠
償
請
求
権
は
免
責
の
対
象
に

な
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

平
成
16
年
の
破
産
法
の
改
正
に
よ
り
、

上
記

（3）
の
破
産
者
が
故
意
ま
た
は
重
大

な
過
失
に
よ
り
加
え
た
人
の
生
命
ま
た

は
身
体
を
害
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く

破
産
に
伴
う
免
責
と
損
害
賠
償
債
務
の
帰
趨

古
屋
法
律
会
計
事
務
所

弁
護
士　

 

古
屋
　
俊
仁

　
「
Ｓ
は
多
額
の
債
務
を
抱
え
て
い
た
が
弁
済
を
続
け
て
い
た
。平
成
25
年

５
月
10
日
酒
気
を
帯
び
た
上
、制
限
速
度
を
30
キ
ロ
オ
ー
バ
ー
し
た
速
度
で

自
動
車
を
運
転
し
、セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
を
は
み
出
し
、対
向
車
線
を
運
転
し

て
い
た
自
動
車
に
衝
突
し
、Ｂ
に
後
遺
症
２
級
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
。そ
の
損
害
賠
償
額
が

５
０
０
０
万
円
程
度
と
試
算
さ
れ
た
が
、Ｓ
は
任
意
保
険
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、強
制
保
険

で
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
保
険
金
と
の
差
額
２
５
０
０
万
円
程
度
を
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。Ｓ
は
、従
来
の
債
務
に
加
え
こ
の
損
害
賠
償
金
ま
で
は
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、従
来
の
債
務
と
こ
の
損
害
賠
償
金
債
務
を
免
れ
た

い
と
考
え
自
己
破
産
の
申
立
を
し
た
。ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。」

法 律 相 談損
害
賠
償
請
求
権
（
上
記

（2）
に
該
当
す

る
も
の
は
除
く
）
と
上
記

（4）
の
破
産
者

が
扶
養
義
務
者
と
し
て
負
担
す
べ
き
費

用
に
関
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
そ

の
保
護
の
必
要
性
が
特
に
高
い
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
非
免
責
債

権
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

４
，
設
例
の
Ｓ
の
行
為
が
重
大
な
過
失
に

よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
Ｂ
の
Ｓ

に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
Ｓ
が

破
産
宣
告
を
受
け
か
つ
免
責
決
定
が
さ

れ
た
と
し
て
も
、
Ｓ
は
責
任
を
免
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

５
，
と
こ
ろ
で
、
本
設
例
の
人
の
生
命
ま

た
は
身
体
を
害
す
る
不
法
行
為
で
は
な

い
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
従
前
と
同

様
、
破
産
者
が
「
悪
意
」
で
加
え
た
不

法
行
為
の
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と

し
て
「
悪
意
」
の
有
無
が
問
題
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
最
近
、
参
考

に
な
る
裁
判
例
が
出
ま
し
た
。
「
Ｙ

は
、
Ｘ
か
ら
の
預
託
金
５
０
０
万
円
を

Ｙ
が
従
前
か
ら
使
用
し
て
い
た
Ｙ
名
義

の
銀
行
口
座
に
入
金
し
て
保
管
を
開
始

し
、
そ
の
後
も
同
預
金
口
座
残
高
が

５
０
０
万
円
を
下
回
っ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
Ｘ
か
ら
の
預
託
金
を
使
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
が
、
そ

れ
以
降
も
、
格
別
の
収
入
の
あ
て
が
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
必
要
に
応

じ
て
、
同
口
座
の
金
員
を
利
用
し
続
け

た
こ
と
、
Ｘ
か
ら
再
三
に
わ
た
っ
て
預

託
金
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
際
、
必
ず

し
も
口
座
の
金
員
が
ゼ
ロ
で
は
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
ヶ
月
後
に

１
０
０
万
円
を
返
済
す
る
ま
で
の
間
全

く
返
還
に
応
じ
ず
、
連
絡
も
し
な
い
ま

ま
転
居
し
、
破
産
の
申
立
を
し
た
」
、

と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
千
葉
地
裁
平

成
27
年
４
月
９
日
判
決
は
、
Ｙ
は
Ｘ
か

ら
請
求
を
受
け
て
返
還
し
な
か
っ
た

時
点
で
Ｘ
か
ら
の
預
託
金
を
横
領
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
不
法
行
為
に
は

Ｘ
に
対
す
る
積
極
的
な
「
害
意
」
が

あ
っ
た
と
認
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
権

は
、
免
責
決
定
が
確
定
し
た
と
し
て

も
、
破
産
法
２
５
３
条
１
項
２
号
（
上

記
３
の
２
）
に
定
め
る
非
免
責
債
権
に

該
当
す
る
と
し
て
Ｘ
の
請
求
を
認
め
ま

し
た
。
破
産
者
の
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
権
と
破
産
に
伴
う
免
責

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

4,800万円超

400万円超
  4,800万円以下
48万円超
  400万円以下

48万円以下

申告・納付回数直前の課税期間の
確定消費税額（※3）

年12回
（確定申告 1回、中間申告11回）
年 4回
（確定申告 1回、中間申告 3回）
年 2回
（確定申告 1回、中間申告 1回）
年 1回
（確定申告 1回、中間申告不要）（※4）

消費税期限内納
付

推進運動実施中
！

法人会

消費税は消費者からの預かり金的な性格を有する税です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定
申告が必要です（※1）。

期限を過ぎると延滞税がかかります。
確定申告・納付のほか、直前の課税期間の確定消費税額（※3）に応じて
中間申告・納付が必要となります。

消費税には
申告・納付期限（※2）

があります。

申告・納付には
e-Taxが

利用できます。

個人事業者の方
は振替納税も
利用できます。

※1　基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の確定申告が必要です。
※2　法人は課税期間終了の日の翌日から2ヵ月以内、個人事業者は翌年の3月31日までに消費税の申告と納付を行う必要があります。
※3　地方消費税を含まない年税額をいいます。
※4　直前の課税期間の確定消費税額（地方消費税を含まない年税額）が48万円以下の事業者が、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した

場合には、自主的に中間申告・納付することができます。

消費税の期限内
  納付を忘れずに。

●法人会　消費税期限内納付広告2016　B6/4C
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一
般
社
団
法
人
の
う
ち
、
非

営
利
型
法
人
（
非
営
利
性
が
徹

底
さ
れ
た
法
人
又
は
共
益
的
活

動
を
目
的
と
す
る
法
人
と
し
て
一
定
の
要
件

を
満
た
す
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
法
人
と
し

て
行
わ
れ
る
事
業
の
う
ち
、
法
人
税
法
施
行

令
第
五
条
で
限
定
列
挙
さ
れ
た
三
十
四
業
種

（
以
下
「
法
人
税
法
上
の
三
十
四
業
種
」
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
継
続
し
て
行
わ
れ

る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
の
み
法
人
税
が
課

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
収
益

事
業
課
税
と
言
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
御
法

人
の
事
業
内
容
を
精
査
し
、
収
益
事
業
課
税

さ
れ
る
事
業
の
存
在
を
明
確
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
御
法
人
は
ス
ポ
ー
ツ
の
振

興
が
目
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、

「
サ
ッ
カ
ー
教
室
」
を
開
催
し
た
場
合
の
取

扱
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
事
業
で
サ
ッ

カ
ー
教
室
を
請
け
負
っ
て
実
施
し
た
場
合

　

地
方
公
共
団
体
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
業
で

あ
っ
て
も
、
法
人
税
法
上
の
三
十
四
業
種
の

う
ち
の
「
請
負
業
」
に
該
当
す
る
た
め
、
収

益
事
業
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
契
約
書
等
に
基
づ
き
実
費
弁
償

（
委
託
者
か
ら
受
け
る
金
額
が
当
該
事
業
の

た
め
に
必
要
な
費
用
の
額
を
超
え
な
い
こ

と
）
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
か
じ

め
一
定
の
期
間
（
お
お
む
ね
五
年
以
内
の
期

間
）
を
限
っ
て
所
轄
税
務
署
長
等
の
確
認
を

受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
収
益
事
業
課
税
を

回
避
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
。
一
定

の
期
間
を
超
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事

業
を
継
続
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
た
め
て
所

轄
税
務
署
長
等
の
確
認
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

②
御
法
人
が
主
催
で
、参
加
者
か
ら
料
金
を

徴
収
し
て
サ
ッ
カ
ー
教
室
を
実
施
し
た
場
合

　

参
加
者
に
サ
ッ
カ
ー
を
教
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
事
業
で
す
の
で
、
法
人
税
法
上
の

三
十
四
業
種
の
う
ち
の
「
技
芸
教
授
業
」
に

該
当
す
る
と
の
疑
義
が
生
じ
ま
す
。
し
か

し
、
法
人
税
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
第

三
十
号
に
お
い
て
、
技
芸
の
教
授
と
は
、
洋

裁
・
和
裁
・
着
物
着
付
け
・
編
物
・
手
芸
・

料
理
・
理
容
・
美
容
・
茶
道
・
生
花
・
演

劇
・
演
芸
・
舞
踊
・
舞
踏
・
音
楽
・
絵
画
・

書
道
・
写
真
・
工
芸
・
デ
ザ
イ
ン
・
自
動
車

操
縦
・
小
型
船
舶
操
縦
の
二
十
二
種
類
に
限

定
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
当
該
サ
ッ
カ
ー
教
室

は
、
技
芸
教
授
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

り
、
結
果
と
し
て
収
益
事
業
課
税
は
行
わ
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

①
・
②
の
取
扱
い
か
ら
、
「
対
価
を
得
て

行
わ
れ
る
事
業
＝
収
益
事
業
」
で
は
な
い
こ

と
に
注
意
し
て
頂
き
た
い
で
す
。

　

ま
た
、
質
問
の
内
容
は
法
人
税
法
に
限
っ

た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
②
の
参
加
料

は
消
費
税
法
上
の
課
税
対
象
に
は
該
当
し
ま

す
の
で
、
収
益
事
業
課
税
の
判
定
と
消
費
税

の
課
税
対
象
の
判
定
を
混
同
し
な
い
よ
う
に

し
て
下
さ
い
。

　

最
後
に
経
理
処
理
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と

思
い
ま
す
。
事
業
内
容
を
精
査
し
、
収
益
事

業
と
収
益
事
業
以
外
（
以
下
「
非
収
益
事

業
」
）
に
区
分
し
た
上
で
、
ぜ
ひ
専
用
の
普

通
預
金
等
の
口
座
を
開
設
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
、
法
人
税
法
に
お
い
て
収
益
事
業
と

非
収
益
事
業
を
区
分
経
理
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
た
め
で
す
。
収
益
事
業
と
非
収
益
事

業
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
内
容
を
さ
ら
に
区
分

経
理
す
る
こ
と
は
、
法
人
税
法
上
求
め
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
事
業
単
体
で
実
績
報
告
が
求

め
ら
れ
て
い
る
場
合
や
会
員
に
事
業
報
告
を

す
る
場
合
な
ど
の
目
的
に
応
じ
て
区
分
経
理

す
る
こ
と
を
お
す
す
め
致
し
ま
す
。

法
人
税
法
上
の
収
益
事
業
課
税
に
つ
い
て

東
京
地
方
税
理
士
会

税
理
士　

 

鈴
木
　
博
之

　

こ
の
度
、ス
ポ
ー
ツ

の
振
興
を
目
的
と
し
た

一
般
社
団
法
人
を
設
立

し
ま
し
た
が
、法
人
税
法
上
の
収
益
事
業

課
税
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

税 務 相 談

　

四
月
二
十
七
日
、甲
府
市
内
の
歴
史
的
な
建

造
物
な
ど
を
巡
る
フ
ッ
ト
パス
ツ
ア
ー
約
七
十
名

の
見
学
者
が
甲
府
法
人
会
館
に
来
館
し
ま
し

た
。正
面
玄
関
の
階
段
や
三
階
の
大
会
議
室
に

設
置
さ
れ
て
い
る
天
井
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど

を
見
学
し
て
い
た
だ
き
、当
会
職
員
が
、大
正

十
五
年
四
月
完
成
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の

歴
史
な
ど
を
説
明
し
ま
し
た
。山
梨
県
内
最

古
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
当
会
館
は
、平

成
八
年
に
文
化
庁
か
ら「
登
録
有
形
文
化
財
」

に
指
定
さ
れ
、見
学
の
申
し
込
み
や
映
画
な
ど

の
撮
影
依
頼
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

七
月
十
三
日
、今
年
度
第
一
回
目
の
山
梨
県

連
主
催
の「
女
子
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
」

を
甲
府
法
人
会
館
に
お
い
て
開
催
し
ま
し
た
。

法
人
会
で
は
企
業
内
の
女
性
社
員
の
意
欲
及

び
能
力
向
上
を
目
指
し
、二
年
前
か
ら
開
催
し

て
い
ま
す
。当
日
は
新
人・若
手
社
員
向
け
と
し

て
募
集
を
行
い
、県
内
各
地
の
単
位
法
人
会
の

会
員
企
業
か
ら
二
十
五
名（
こ
の
う
ち
甲
府
法

人
会
会
員
か
ら
二
十
名
）の
女
子
社
員
が
参
加

し
ま
し
た
。講
師
は
山
梨
中
銀
経
営
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
専
任
講
師
の
赤
池
保
一
氏

が
務
め
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、接
遇
マ
ナ
ー

や
ク
レ
ー
ム
対

応
な
ど
様
々
な

テ
ー
マ
に
沿
って

活
発
な
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョン
を
行

い
ま
し
た
。

　

当
日
の
開
催

の
様
子
は
地
元

の
新
聞
と
テ
レ
ビ

に
お
い
て
報
道

さ
れ
ま
し
た
。

（
今
後
の
開
催

予
定
は
十
九

ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

　

六
月
三
十
日
、甲
府
法
人
会
女
性
部
会
に
よ

る
フ
ラ
ダ
ン
ス
の
披
露
が
甲
府
市
の「
春
光
園
」

に
お
い
て
行
わ
れ
、女
性
部
会
員
が
日
頃
か
ら

練
習
を
重
ね
て
い
る
曲
に
あ
わ
せ
て
披
露
し
ま

し
た
。今
回
の
訪
問
は
、フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室「
カ

ヴ
ァ
イ
オ
ラ
ー
山
梨
」と
合
同
で
実
施
し
、メ
ン

バ
ー
が
鮮
や
か
な
衣
装
に
身
を
つつ
み
登
場
し
ダ

ン
ス
を
披
露
す
る
と
、施
設
に
入
居
さ
れ
て
い
る

皆
様
は
満
面
の
笑
顔
で
手
を
た
た
き
歓
声
を

上
げ
ま
し
た
。ま
た
、フ
ラ
ダ
ン
ス
講
師
に
よ
る

振
り
付
け
の
説
明
に
熱
心
に
耳
を
か
た
む
け
、

一
緒
に
フ
ラ
ダ
ン
ス
を
楽
し
み
ま
し
た
。今
回
の

訪
問
は
十
一
回
目
と
な
り
ま
す
が
、今
後
も
継

続
し
て
行
う
予
定
で
す
。

グループディスカッション

フラダンスの披露

甲
府
法
人
会
か
ら
多
数
参
加

『
女
子
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ

セ
ミ
ナ
ー
』（
山
梨
県
連

主
催
）が
ス
タ
ー
ト

女
性
部
会

　

フ
ラ
ダ
ン
ス
を

福
祉
施
設
に
て
披
露

当会職員から法人会館の説明を聞く大勢の見学者の皆様

　

四
月
十
四
日
、第
十
一
回
法
人
会
全
国
女
性

フ
ォ
ー
ラ
ム（
福
島
大
会
）が
福
島
県
郡
山
市
の

「
ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
」に
お
い
て
全
国
の

女
性
部
会
員
約
千
八
百
名
の
参
加
の
も
と
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

記
念
講
演
は
フ
リ
ー
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
大
和

田
新
氏
に
よ
る「
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ 

伝
わ

る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
」と
い
う
演
題
に
て
行

わ
れ
ま
し
た
。ま
た
、会
場
に
は
当
会
を
は
じ
め

「
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」を
実
施

し
た
全
国
の
法
人
会
か
ら
の
代
表
作
が
展
示

さ
れ
ま
し
た
。

　

同
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
平
成
三
十
年
に
山
梨
県
に

お
い
て
開
催
さ

れ
る
こ
と
か

ら
、山
梨
大
会

の
参
考
と
す
る

た
め
、当
会
を

は
じ
め
山
梨
県

内
法
人
会
女

性
部
会
か
ら

例
年
の
倍
近
い

三
十
九
名
が

参
加
し
、会
場

の
様
子
な
ど
を

熱
心
に
視
察

し
ま
し
た
。

第
十
一
回

「
法
人
会
全
国
女
性

フ
ォ
ー
ラ
ム
（
福
島
大

会
）」に
参
加

女性フォーラム式典風景

甲
府
法
人
会
館
に

　

見
学
者
多
数
来
館
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ふるさと「山梨」を愛し、日本や世界の未来を拓く人材として活躍できる力強いこども達の育成に
取り組んでいきます。

富士山が末永く皆に愛され、親しまれ、世界に誇る財産として引き継がれていくように、富士山の
豊かな自然の保全対策に取り組んでいきます。

かけがえのないふるさとの水や、その水を育む豊かな森林を守り、育て、未来に引き継ぐために、荒
廃した森林の整備や重要な水源地域における森林の整備に取り組んでいきます。

　山梨県にいただいた「ふるさと納税」は次のメニューの中からお選びいただいた取り
組みに活用させていただきます。

　県や市町村に「ふるさと納税」（寄附）をすると、ふるさと納税（寄附）額のうち、２，０００
円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が
控除されます。

富士の国やまなしをふるさと納税で応援してください

①ふるさとの水を育む森林保全に関する取り組み

②富士山の保全、環境美化に関する取り組み

③ふるさとの青少年育成に関する取り組み

山梨県ふるさと納税のご案内

写真提供：やまなし観光推進機構

ふるさと納税とは

ふるさと納税の使い道

※本県に「ふるさと納税」をしていただいたみなさまに、ささやかなお礼の品として、県立施設4館（美術館・博物館・考古博物館・文
学館）共通のご招待券（4枚）を差し上げております。また、１万円以上の寄附をいただいた県外在住の方へ、返礼品として山梨県
の特産品等を贈呈しています。

①「ふるさと納税」（寄附）を申し出る

ふるさと納税の手順

　所定の「寄附申出書」に必要事項を記入の上、ファクシミリ、郵送、電子メールのいずれかの方法で
お送りください。
　インターネットで申し出ることもできます。（クレジットカード払いでの納付を希望する場合は、イン
ターネットからの申し込みのみとなります。）
　詳しくは県のホームページ「ふるさと応援サイト」をご覧ください。

②寄附金（ふるさと納税）を納付する
　「納付書」が届きましたら、金
融機関で納付してください。
　領収印が押された納付書（領
収書）は大切に保管してくださ
い。

　クレジットカード払いで納付する場合は、
「ふるさとチョイス」サイトで、申し込みか
ら寄附まで一括で手続きができます。
　領収書は県で発行し、お送りしますの
で、大切に保管してください。

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号　山梨県総務部税務課
TEL 055-223-1386（直通） FAX 055-223-1390
E-MAIL zeimu@pref.yamanashi.lg.jp

お申し込み
お問い合わせ
窓口

※確定申告をする場合、「領収書」が
　必要となります。

※県内市町村へのふるさと納税は各市町村にお問い合わせください。

【御利用いただけるカード】
VISA、MasterCard、JCB、
AmericanExpress、ダイナース

③ワンストップ特例申請または確定申告をする
（１）ワンストップ特例
　納付確認後に送付する特例申請書に、必要事項を記入の上、返送してください。
　確定申告が不要となり、寄附金控除額分が寄附をした翌年度の住民税から控除
されます。
※5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわ
らず確定申告を行う方はこれまで同様に確定申告が必要となります。

（２）確定申告
　翌年の確定申告の際に領収書を添付して申告してください。寄附をした年の所
得税から控除・還付されるとともに、寄附をした翌年度の住民税が控除されます。

山梨県へのふるさと納税の状況（平成２7年度）
　多くの方々から貴重な浄財をお寄せいただきました。ご厚情に深く感謝申し上げます。

　　件数：1,292件　　金額：31,709,000円
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新 入 会 員 紹 介
ご入会ありがとうございます。

（平成 28 年 4 月～ 8 月）

（順不同・敬称略）

正会員　法人名 所在地 支部名
コタリダイヤモンド　有限会社 甲府市住吉 伊勢支部
エヌズコレクション　有限会社 甲府市幸町 湯田支部
有限会社　石川電気商会 南アルプス市古市場 甲西支部
有限会社　ぼんぼん時計 南アルプス市塚原 甲西支部
株式会社　ＮＡＫＡＺＡＷＡ 南アルプス市川上 甲西支部
株式会社　イピア 甲府市朝気 東・玉諸支部
株式会社　相政 中巨摩郡昭和町飯喰 昭和支部
国際勧業マンパワーサービス　株式会社 甲府市中小河原町 山城支部
株式会社　太陽設計 甲斐市大下条 敷島支部
有限会社　サンテレコムサービス 甲府市中央 富士川支部
株式会社　オサダ 甲府市徳行 貢川支部
フォレストシステムズ　株式会社 甲斐市大下条 敷島支部
株式会社　ＩＴＫプランニング 甲斐市万才 竜王支部
株式会社　沖センサデバイス 甲府市大津町 大里・大国支部
株式会社　東洋興業 甲斐市西八幡 竜王支部
株式会社　石原精機製作所 韮崎市旭町 韮崎支部
株式会社　富士・エス・エル・アイ 甲府市川田町 里垣・甲運支部
農事組合法人　味の里はくしゅう 北杜市白州町 白州支部
山梨県クリーンエネルギー推進機構　株式会社 甲府市堀之内町 大里・大国支部
有限会社　ヒナタロー 中巨摩郡昭和町河西 昭和支部
大洋ハウス　株式会社 甲府市徳行 貢川支部
有限会社　清水ステンレス 甲府市中央 富士川支部
山鉄興業　株式会社 南アルプス市藤田 若草支部
有限会社　大木自動車 甲斐市富竹新田 竜王支部

賛助会員　事業所名 所在地 支部名
日信建物　株式会社 甲府市下飯田 池田・新田支部
鈴木博之税理士事務所 北杜市長坂町 長坂支部
アシスト平野 甲府市千塚 千塚・羽黒・千代田支部

《
新
設
法
人
説
明
会
》

　

九
月　

六
日　

甲
府
法
人
会
館

《
決
算
法
人
説
明
会
》

　

九
月　

二
日　

甲
府
市
総
合
市
民
会
館

　

九
月
十
六
日　

甲
府
市
総
合
市
民
会
館

　

十
月　

五
日　

甲
府
市
総
合
市
民
会
館

《
税
務
研
修
会
》

　

十
月　

六
日　

ア
ピ
オ
甲
府
本
館

　
　
　
　
　
　
　
　

　

私
の
専
門
分
野
は「
自
治
体
学
」で
、「
市

民
の
、市
民
に
よ
る
、市
民
の
た
め
の
ま
ち

づ
く
り
を
実
践
す
る
た
め
の
諸
学
の
体
系
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
研
究
し
て
い
ま
す
。こ
こ

で
の「
ま
ち
づ
く
り
」は
、地
域
振
興
や
ま
ち

お
こ
し
は
も
ち
ろ
ん
、イ
ン
フ
ラ
整
備
・
教

育
・
医
療
・
福
祉
・
環
境
等
々
を
含
む
広
い
意

味
で
の
ま
ち
づ
く
り
に
な
り
ま
す
。甲
府
中

心
街
活
性
化
を
目
指
し
て
学
生
た
ち
が
主

体
的
に
運
営
し
て
い
る
四
菱
ま
ち
づ
く
り

総
合
研
究
室（
よ
つ
び
し
総
研
）の
顧
問
も

そ
の
研
究
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す

が
、よ
つ
び
し
総
研
ス
タ
ッ
フ
の
中
に
も
、

ま
ち
づ
く
り
の
実
践
的
な
活
動
に
携
わ
る

一
方
、そ
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
活
か

し
て
、最
終
的
に
卒
業
研
究
と
し
て
仕
上
げ

て
い
る
学
生
も
い
ま
す
。

　

今
、ま
ち
づ
く
り
の
実
践
と
研
究
に
取
り

組
む
者
が
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
前
提

と
し
て
、人
口
減
少
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま

す
。総
務
省
統
計
局
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、

日
本
の
人
口
は
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
日

現
在
で
一
億
二
七
一
〇
万
人
で
、五
年
前
と

比
べ
て
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
減
少
し
て
い
ま

す
。ま
た
、国
連
の『
世
界
人
口
の
見
通
し
・

二
〇
一
五
年
改
訂
版
』に
よ
れ
ば
、日
本
の

人
口
は
二
一
〇
〇
年
に
は
八
三
一
七
万
人

に
減
少
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
し

て
、山
梨
県
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、今
年
六

月
一
日
現
在
の
山
梨
県
の
人
口
は

八
三
万
〇
九
九
二
人
、甲
府
市
の
人
口
は

一
九
万
二
三
五
二
人
で
す
が
、国
立
社
会
保

障
・
人
口
問
題
研
究
所
の『
日
本
の
地
域
別

将
来
推
計
人
口（
二
〇
一
三
年
三
月
推
計
）』

に
よ
れ
ば
、二
〇
四
〇
年
に
山
梨
県
の
人
口

は
六
六
万
六
一
五
五
人
、甲
府
市
の
人
口
は

一
六
万
三
九
五
二
人
に
減
少
す
る
と
予
測

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、総
務
省
の『
二
〇
一
三
年　

住

宅
・
土
地
統
計
調
査
』に
よ
れ
ば
、日
本
全
体

の
空
き
家
率
は
一
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

山
梨
県
は
一
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト（
別
荘
等

の
二
次
的
住
宅
を
除
い
た
率
）で
全
国
一
位

（
甲
府
市
は
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）と
の
こ
と

で
す
。し
た
が
っ
て
、甲
府
市
中
心
街
活
性

化
と
い
う
課
題
を
考
え
る
際
も
、以
上
の
現

実
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
関
し
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る

の
が
、徳
島
県
神
山
町
の「
創
造
的
過
疎
」と

い
う
発
想
で
す
。

　

神
山
町
は
徳
島
空
港
か
ら
車
で
一
時
間

弱
の
距
離
に
あ
る
、人
口
五
七
二
三
人（
六

月
一
日
現
在
）の
山
間
の
町
で
す
。そ
ん
な

神
山
町
が
、近
年
、町
内
に
多
く
の
Ｉ
Ｔ
企

業
の「
サ
テ
ラ
イ
ト
・
オ
フ
ィ
ス
」を
持
つ
こ

と
で
全
国
的
に
有
名
に
な
っ
た
訳
で
す
が
、

そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
秘
訣
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、神
山
町
の
ま
ち
づ
く
り
を

先
導
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
グ
リ
ー
ン
バ

レ
ー
の
大
南
信
也
理
事
長
が
掲
げ
る「
創
造

的
過
疎
」と
い
う
戦
略
で
す
。こ
れ
は
、神
山

町
の
人
口
減
少
を
受
け
入
れ
つ
つ
、人
口
構

造
や
人
口
構
成
を
一
定
程
度
制
御
し
て
持

続
可
能
な
地
域
社
会
を
構
築
し
よ
う
と
い

う
も
の
で
す
。具
体
的
に
は「
小
学
校
の
一

ク
ラ
ス
二
〇
人
を
維
持
す
る
」こ
と
を
目
標

に
掲
げ
、そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
若

い
子
育
て
世
代（
親
二
人
と
子
二
人
）を
毎

年
五
世
帯
受
け
入
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

そ
の
際
、い
わ
ゆ
る「
空
き
家
バ
ン
ク
」方

式
を
活
用
し
て
居
住
者
を
募
っ
て
い
る
の

で
す
が
、神
山
町
は
他
の
自
治
体
の「
空
き

家
バ
ン
ク
」と
異
な
っ
て
、応
募
資
格
を
限

定
し
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、町
内
の
こ
の

空
き
家
に
は
フ
ラ
ン
ス
・
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経

営
で
き
る
シ
ェ
フ
、別
の
空
き
家
に
は
ウ
ェ

ブ
デ
ザ
イ
ナ
ー
、も
う
一
軒
の
空
き
家
に
は

石
窯
パ
ン
が
焼
け
る
職
人
な
ど
を
募
集
し

ま
す
。こ
れ
に
先
ほ
ど
の
若
い
子
育
て
世
代

と
い
う
条
件
を
加
え
て
、持
続
可
能
で
理
想

的
な
地
域
社
会
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が「
ワ
ー
ク
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
」

と
い
う
手
法
で
、ド
ラ
フ
ト
制
の「
空
き
家

バ
ン
ク
」と
言
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。担
当
が
行
政
で
は
な
く
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
あ

る
こ
と
や
人
口
六
千
人
弱
の
小
さ
な
自
治

体
で
あ
る
こ
と
な
ど
、簡
単
に
導
入
で
き
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、「
創
造
的
過
疎
」と
い

う
戦
略
自
体
は
甲
府
市
に
も
有
効
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、小
学
校
区
に
地

域
自
治
組
織
を
設
立
し
、そ
こ
に
権
限
や
財

源
を
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、地
域
分
権

を
進
め
れ
ば
、人
口
約
二
〇
万
人
の
甲
府
市

に
お
い
て
も
小
廻
り
の
効
く
政
策
が
各
地

域
で
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
も
学
び
な
が
ら
、学

生
た
ち
は
甲
府
の
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
お
り
ま
す
。今
後
と
も
ご
指
導
、ご
鞭

撻
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

（
山
梨
県
立
大
学
国
際
政
策
学
部
教
授
）

人
口
減
少
時
代
の
ま
ち
づ
く
り

―
徳
島
県
神
山
町
の

　
　
　「
創
造
的
過
疎
」を
参
考
に
し
て
―

四
菱
ま
ち
づ
く
り
総
合
研
究
室

顧
問
　
熊
谷
隆
一

《
山
梨
県
法
人
会
連
合
会
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー
》

○
女
子
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

（
第
二
回
）九
月
十
四
日　

甲
府
法
人
会
館

　
【
内
容
】　

チ
ー
ム
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　

能
力
向
上
研
修

 

○
自
分
の
心
に
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
ス 

 

　

キ
ル

 

○
人
間
関
係
を
築
く
た
め
の
ス
キ
ル

 

○
チ
ー
ム
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
ア
ッ
プ 

 

　

さ
せ
る
コ
ツ

 

○
前
向
き
質
問
と
プ
ラ
ス
言
葉
で
心
を
上 

 

　

向
か
せ
る
方
法

 

○
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
の
コ
ツ

 

○
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
異
業 

 

　

種
交
流
）

（
第
三
回
）十
一
月
十
六
日　

甲
府
法
人
会
館

　
【
内
容
】　

女
性
経
営
者
に
よ
る
講
演

　
　
　
　
　

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
・
コ
ー
チ
ン
グ
ス
キ
ル 

　
　
　
　
　

向
上
研
修

 

○
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
は
何
か

 

○
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン 

 

　

ス
の
重
要
性

 

○
コ
ー
チ
ン
グ
の
基
本
的
な
考
え
方

 

○
傾
聴
・
承
認
・
質
問
の
ス
キ
ル

 

○
ほ
め
方
・
叱
り
方

 

○
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン（
異
業 

 

　

種
交
流
）

発
行
所　

公
益
社
団
法
人
甲
府
法
人
会

　
　
　
　

広
報
委
員
長  

長
坂  

茂

　
　
　
　

甲
府
市
中
央
四
丁
目
十
二
番
二
十
一
号

　
　
　
　

Ｔ
E
Ｌ 

〇
五
五

二
三
七

七
七
七
四

印
刷
所　

株
式
会
社
サ
ン
ニ
チ
印
刷

発
行
日　

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
二
日

日　時 初級講座の内容 上級講座の内容

第３回
甲府会場　平成 28 年 9 月 15 日
韮崎会場　平成 28 年 9 月 13 日

特殊な給与・現物給与の取扱い 特殊な給与・現物給与の取扱い

第４回
甲府会場　平成 28 年 10 月 19 日
韮崎会場　平成 28 年 10 月 18 日

報酬・料金等の源泉所得税事務
退職所得の源泉徴収事務

退職所得の源泉徴収事務

第５回
甲府会場　平成 28 年 11 月 7 日
韮崎会場　平成 28 年 11 月 8 日

年末調整事務（各種用紙配布） 年末調整事務（各種用紙配布）

第６回
甲府会場　平成 29 年 1 月 26 日
韮崎会場　平成 29 年 1 月 24 日

給与所得者の確定申告 給与所得者の確定申告

平成 28 年度　源泉部会講習会　実施内容

甲府会場…アピオ甲府本館
韮崎会場…東京エレクトロン韮崎文化ホール
※日時・場所は変更となる場合もございますので、事前にご確認ください。

源泉部会講習会に関するお問い合わせは
公益社団法人甲府法人会事務局
電話　055-237-7774
メール　info@kofu-hojinkai.Jp

研
修
会
予
定



e-Taxを利用して所得税及び
復興特別所得税の申告をすると

こんなメリットが！

法人会 法人会は会社経営の効率化のために
e-Taxの普及を支援しています。

e-Taxを利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、
簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができます。

「e-Tax」なら国税に関する申告や納税、申請・届出などの
手続がインターネットで行えます。

e-Tax国税電子申告・納税システム

納税にはダイレクト納付が便利です！

電子申告
で

電子申告
で

効率UP!効率UP!

※事前にダイレクト納付利用届
出書の提出が必要です。 
※届出書の提出から利用可能
となるまで、1か月程度かか
ります。

所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中は
e-Taxが24時間利用※できるので、
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」
を利用して申告書等を作成すれば、
時間を選ばず自宅で手続が行えます。
※メンテナンス時間を除きます。

添付書類の
提出省略（注）

還付が
スピーディー

（注）法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提
示を求められることがあります。

イータックス 検索さらに詳しくは
WEBへ www.e-tax.nta.go.jp

●法人会　e-Tax広告2016　B5/4C


